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１．自治体の基本情報
基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題
運動部活動の地域移行に向けて、本市では、栃木県の行動目標に準じ、「令和７年度末までに、
市内全中学校・義務教育学校後期課程の休日の部活動において、各校１つ以上の部活動を地域ク
ラブ活動へ移行する。」という行動目標を設定した。行動目標の実現に向け、現状の取組として一つは
「市地域クラブ活動推進協議会」を開催した。 市の「部活動の地域クラブ活動移行の基本方針」策定
に当たり、意見・助言を仰ぐ機関として設置し、令和5年度は12月と3月（予定）に実施。また、地域
クラブ活動移行に関する、活用可能な社会資源等（人材・活動場所など）についても、協力を仰ぐ予
定である。部活動の休日の部活動の地域クラブ活動移行については、小山第三中学校柔道部、絹義
務教育学校剣道部において休日の部活動の地域クラブ活動を行っている。2校とも、部活動指導員が
休日のクラブ活動指導員として 指導を行っている。
課題として、一つ目は地域クラブ活動を行うための受け皿の確保・指導者の確保があげられる。総合
地域型スポーツクラブの方に協議会の委員として入っていただいているが、各校1つの部活動を地域へ移
行するとしても、市内11校の部活動を受け入れるのことは厳しい状況である。そのため、個人のクラブ活
動指導員を確保する必要が出てくるが、人材バンクの設置を含め、適正人材の数を確保することは課
題である。二つ目は。保護者の理解があげられる。小山市独自に行ったアンケートによると、休日の部活
動が地域移行になった場合不安に感じていることは、送迎に関する物理的・時間的負担を最も不安に
感じている。以下、金銭面（受益者負担）、指導者の人間性や教育力となっている。保護者の不安
を軽減し、生徒のための地域クラブ活動移行を進めることが課題である。

109部活部活動数166,000人人口

設置済市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

11校公立中学校数

策定に向けて準備中市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

4,367人公立中学校生徒数
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２．実証内容と成果
運営体制・役割

年間の事業スケジュール

令和5年度
４月～７月：実証事業モデル校検討／地域クラブ活動推進協議会の在り方検討・協議委員への依頼／生徒・保護者・教職員対象アンケート実施（7月）

８月～９月：実証事業モデル校との打合せ・保護者説明／地域クラブ活動推進協議会内容検討／関係課との事前打合せ

10月～1月：モデル校での実証事業の実践・検証／第1回地域クラブ活動推進協議会開催（12月）

２月～３月：実証事業検証・報告／次年度のモデル校検討・決定／第２回地域クラブ活動推進協議会（３月）

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

※イメージ図
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２．実証内容と成果
地域スポーツクラブ活動の運営実績

柔道・剣道地域クラブ活動に取り組んだ種目２校拠点校数

２部活地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

小山第三中学校拠点校名

１部活地域クラブ活動に移行
した部活動数

柔道地域クラブ活動で実施
した種目

地域クラブ活動指導員運営主体名

市区町村運営型（地域団体・人材活用型）運営類型

柔道：月２回程度１か月あたりの平均的な
活動回数

地域部活動指導員指導者の主な属性

小山第三中学校柔道場活動場所

自転車主な移動手段

今年度は参加費負担を行わない。
※市で補助

１人あたりの参加会費等
（年額）

スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

１人あたりの保険料

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例



5

２．実証内容と成果
取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

・小山市地域クラブ活動推進協議会の設置
・第１回小山市地域クラブ活動推進協議会開催（令和5年12月18日）
・第２回小山市地域クラブ活動推進協議会開催（令和6年3月18日）取組事項

○市としての、地域クラブ活動移行の方針、活動目標の決定
【方針】「休日における部活動の地域クラブ活動移行を通して、生徒の活動の機会を確保する。（生徒にとって望ましい部活動を第一に考え
る）」
【行動目標】「令和7年度末までに、市内全中学校・義務教育学校の休日の部活動において、各学校1つ以上の部活動を地域クラブ活動
へ移行する。」

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備
イ：指導者の質の保証・量の確保
ウ：関係団体・分野との連携強化
エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実
カ：参加費用負担の支援等
キ：学校施設の活用等
ク：その他の取組

委員の構成として、部活動、地域クラブ活動に関係する人材を多方面から募り、市地
域クラブ活動推進協議会を発足した。特に

工夫した
事項

・地域クラブ活動推進協議会での助言や意見を反映した取組の推進。
・指導員の紹介や社会施設の利用の協力を具体的に進めること。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果
取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

・部活動指導員の活用
・地域クラブ活動推進協議会からの人材派遣協力取組事項

・普段の部活動から指導を行っている部活動指導員が地域クラブ活動指導員として活動を行っているので、生徒も保護者も不安感が少な
かった。
・部活動顧問を含む、学校との連携もスムーズであった。
・地域クラブ活動推進協議会からの人材派遣協力は次年度のモデル校での実証事業で活用する予定である。

取組の
成果

地域のスポーツ・文化活動に参加する場合、様々な立場の人から
指導を受けられる可能性があります。以下の指導者からの指導をど
の程度希望しますか。
１ 平日の部活動で指導を受けている自分の学校の先生
希望する・・・81.2％

２ その活動の専門的な技能や知識を有する地域のスポーツ指導者
希望する・・・77.4％

「地域クラブ活動移行に係るアンケート（回答数3,455人）
（令和5年7月実施：生徒対象アンケートより）

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備
イ：指導者の質の保証・量の確保
ウ：関係団体・分野との連携強化
エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実
カ：参加費用負担の支援等
キ：学校施設の活用等
ク：その他の取組

・アンケート結果では、生徒が望む指導者で最も多かったのは、「自校の部活動の
先生」であり、次に多かったのが、「専門的な技能や知識を有する地域のスポーツ
指導者」であった。部活動指導員は、常時指導を受けており、専門的技能知識を
有しているので、生徒の望む指導者を選択した。

特に
工夫した
事項

・今年度は、部活動指導員だけの地域クラブ活動になってしまったが、次年度は市のスポーツ協会からの派遣や部活動指導員ではない地域の
指導者をクラブ活動指導者として地域クラブ活動を進めていきたい。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果
取組内容

▼取組項目名：ウ：関係団体・分野との連携強化

・地域クラブ活動推進協議会の委員に、学校部活動関係者（校長）・地域スポーツ関係者（市スポーツ協会・地域スポーツ団体）・部活動
に関する有識者（白鴎大学教授）・市の施設管理者・PTA代表・関係各課長を協議会委員とした。取組事項

・白鴎大学の教授から、部活動に関して専門的立場から助言を得ることができた。
・校長会で説明を行うことで「休日における地域クラブ活動移行」について、各中学校、義務教育学校職員への周知が図られた。
・地域スポーツ関係者へ、人材派遣の協力・施設利用の協力を要請した。

取組の
成果

・協議委員の人選について、生徒の身近にいる、学校関係者（校長）、保護者代表（PTA代表）、地域スポーツとしての観点から、また、人
材の確保の面から、地域スポーツ団体・市スポーツ協会、活動における施設面から市で委託している事業者の代表、専門的な意見を得るため
に大学教授、令和８年度以降の地域クラブ活動移行を見据えて、市の文化・芸樹に関係する方、他課と協働して進めていく上で、学校教育
課以外の教育委員会所属の課長などを協議委員として、いろいろな立場から、幅広く意見を取り入れて地域クラブ活動移行を進めていけるよう、
協議委員の人選を行った。

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備
イ：指導者の質の保証・量の確保
ウ：関係団体・分野との連携強化
エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実
カ：参加費用負担の支援等
キ：学校施設の活用等
ク：その他の取組

特に
工夫した
事項

・学校部活動から、地域へ移行をしていく上で、学校対応と地域対応の役割の明確化が必要である。
・先を見通して、関係する課と情報を共有し、部活動の地域移行に対応していく。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果
取組内容

▼取組項目名：エ：面的・広域的な取り組み

・市内の中学校、義務教育学校で一つしかない柔道部を地域クラブ活動移行の実証モデルとした。
・小中一貫の義務教育学校を地域クラブ活動移行の実証モデルとした。取組事項

・今年度は、学校区を越えた参加は行わなかったが、同校の柔道部ではない生徒が休日のクラブ活動に参加した。
・次年度に向けて、学校区を越えたクラブ活動の参加の方法の検証が行えた。
・義務教育学校の特性を生かし、休日のクラブ活動で小学6年生の参加が見られた。取組の

成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備
イ：指導者の質の保証・量の確保
ウ：関係団体・分野との連携強化
エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実
カ：参加費用負担の支援等
キ：学校施設の活用等
ク：その他の取組

特に
工夫した
事項

・学校区を越えた参加をするにあたり、平日に活動している部活動との兼ね合い。
・学校関係者との検討が必要である。

今後の
課題と
対応方針

・市内の中学校、義務教育学校で一つしかない柔道部を地域クラブ活動移行の実証モデルとした点。
・小中一貫の義務教育学校を地域クラブ活動移行の実証モデルとした点。
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２．実証内容と成果
取組内容

▼取組項目名：キ：学校施設の活用等

・地域クラブ活動の活動場所は、学校の施設を活用した。
・地域クラブ活動においても、市の部活動ガイドラインを遵守した。取組事項

・学校施設を利用しているので、送迎の負担がない。
・他の部活動も活動しているので、学校職員の緊急時の対応が可能。取組の

成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備
イ：指導者の質の保証・量の確保
ウ：関係団体・分野との連携強化
エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実
カ：参加費用負担の支援等
キ：学校施設の活用等
ク：その他の取組

特に
工夫した
事項

・施設の管理、施錠が課題である。
・校庭、体育館、柔道場、剣道場のように活動場所が独立していれば、鍵の管理をクラブ活動指導員に任せられるが、校舎に入らないと活動場
所に行けない場合は、現状、学校の協力が不可欠である。

今後の
課題と
対応方針

・特になし
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２．実証内容と成果
参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

図、グラフ、文章での説明等

【生徒対象アンケート】 【保護者対象アンケート】

図、グラフ、文章での説明等
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２．実証内容と成果
参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【教職員対象アンケート】
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２．実証内容と成果
参考資料（活動写真）

写真

【小山第三中柔道クラブ：指導】

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

【小山第三中柔道クラブ：練習１】

【練習２】 【練習３】

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること



13

２．実証内容と成果
地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

部活動の地域移行に向けた準
備会議開催

地域クラブ活動推進協議会設
置検討・協議会委員検討

アンケートの実施

モデル校、クラブ活動指導
員選定

地域クラブ活動推進協議
会開催（第1回）

休日における地域クラブ活
動の開始

○準備会議開催
・学校教育課が主体となって教育委
員会関係各課と協議
（実施内容）
・今後の流れについて
①地域クラブ活動移行の方針につ
いて

②課題について
・指導者の確保・活動 場所・
予算・地域・保護者への啓発

③地域クラブ活動の実施
○今後、地域クラブ活動移行を進
めていく上での課題が明確になっ
た。

●課題解決の道筋は立っていない。
今後も関係各課と協議しながら地
域クラブ活動移行を進めていく。

令和４年 令和５年

令和６年

○地域クラブ活動推進協議
会開催（事務局：学校教育課）
（議事）
・部活動の地域クラブ活動移行につ
いて
・小山市の取組と課題
・モデル校における実践研究の現状に
ついて
・アンケート結果より
・意見交換
○小山市の方針が決定
○今後の進め方の助言を受ける。
○指導員・施設の協力を要請。
○令和6年度は、モデル校を6校に増
やし、実証事業を行う。

○地域クラブ活動推進協議会設置
検討・協議会委員選定
・学校教育課が主体となって教育委
員会関係各課と協議
①設置要領について
②協議会委員について
③協議事項について
○アンケートの実施（7月）
・学校教育課が実施
・生徒・保護者・教職員が対象
・白鴎大学教授からの助言を得
て、アンケートを作成。

○立場によって、地域クラブ活動移
行に対しての考えの違いを把握す
ることができた。

○地域クラブ活動推進協議会の資
料として活用。

地域クラブ活動推進協議会
開催（第2回）
課題検討
次年度のモデル校選定・決定

休日の地域クラブ
活動の拡大（6校）

令和７年

○モデル校・クラブ活動指導員選定
・学校教育課から学校長に打診
・部活動指導員が指導している部
活動を休日の部活動に限り移行す
る。
・部活動指導員をクラブ活動指導員
とする。

○普段の部活動から指導に関わって
いるので、地域クラブ活動への移行
はスムーズであった。

●生徒にとっては、今までの部活動と
の違いが明確ではない。
○保護者・生徒への説明
・学校で保護者会を開き、学校教育
課担当から保護者に対して説明。

●保護者の主な意見としてクラブ活
動に移行することへのメリットが感じ
られない。受益者負担。送迎負担
など。

学校との協議
保護者・生徒への説明

市内全中学校の休日
における部活動を1つ
以上地域クラブ活動へ
移行する
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３．今後の方向性
地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

※イメージ図


